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大津町非常勤職員・臨時職員・業務補助員募集
◦問い合わせ　役場総務課　人事秘書係　☎ 096（293）3111

募集

非常勤職員

業務補助員（登録制）
職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会

保険
雇用
保険 備　考

保健師 
看護師 

歯科衛生士 
栄養士

子育て・健診
センター

月３日程度 
（健診時のみ）

主に
13:00～17:00

保健師、看護師、
歯科衛生士、栄養士

のいずれか
無 無

登録期間２年間 
時間賃金
保健師1,000円
その他　980円

フッ化物洗口
業務補助員 町内小中学校 週１～３日程度 8:00～16:00の

うち２時間程度 歯科衛生士 無 無 登録期間１～２年間 
時間賃金　980円

司書補助員 おおづ図書館
土・日・祝日
の週１日程度

（平日の場合あり）
８:30～18:15の
うち７時間45分 ー 無 無 登録期間１年間 

日額 6,190円

○募集期限　３月15日（水）  ○受付時間　午前９時～午後５時（土、日、祝を除く）
○申込方法　履歴書および各種資格証明書（写し）を役場総務課に提出してください。
○任用開始　４月１日予定
○その他　　①申込者には、３月25日（土）または、26日（日）に面接を実施予定です（日時指定はできません）。
　　　　　　　業務補助員（登録制）は書類選考のみです。
　　　　　　②その他、募集の詳細などは変更になる場合があります。不明な点はお気軽にお尋ねください。

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会
保険

雇用
保険 備　考

地域人権教育指導員 人権推進課 月～金 ８:30～17:15の 
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間１年 

月額 146,700円

人権教育推進員 人権推進課 月～金 ８:30～17:15の 
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間１年 

月額 142,700円
人権啓発福祉センター

指導員
人権啓発福祉

センター
月～日 

のうち週５日
８:30～17:15の 
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間１年 

月額 142,700円
人権啓発福祉センター

人権福祉指導員
人権啓発福祉

センター
月～日 

のうち週５日
８:30～17:15の 
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間１年 

月額 142,700円
人権啓発福祉センター

事務補助員
人権啓発福祉

センター
月～日 

のうち週５日
８:30～17:15の 
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間１年 

月額 98,000円
人権啓発福祉センター

児童厚生員
人権啓発福祉

センター
月～日 

のうち週５日
８:30～17:15の 
うち５時間45分 ー 有 有 任用期間１年 

月額 142,700円

農家台帳入力補助員 農業委員会 月～金 ８:30～17:15の 
うち５時間30分 ー 無 有 任用期間１～３年 

月額 85,400円

建築監督業務補助員 都市計画課 原則、月～金
（休日、夜間）

８:30～17:15の 
うち５時間45分

建築士２級以上で 
実務経験５年以上 有 有 任用期間１～３年 

月額 208,800円

給食調理補助員（Ｂ） 学校給食
センター

月～金
（開校時のみ） 8:30～12:30 ー 無 有 任用期間１～３年 

日額 3,310円

給食配送補助員 学校給食
センター

月～金 
（開校時のみ） 10:15～15:15 普通自動車運転免許 無 有 任用期間１～３年 

日額 3,020円

幼稚園教諭 大津幼稚園 
陣内幼稚園

月～金 
（開園時のみ）

８:30～17:15の 
うち５時間30分

幼稚園教諭 
（要更新） 有 有 任用期間１～３年 

日額 5,830円
公民館 

受付・講座補助員 公民館 月～金 ８:30～17:15の 
うち５時間30分 ー 無 有 任用期間１～３年 

月額 85,400円
歴史文化伝承館

事務補助員
歴史文化
伝承館 火～土 ９:00～18:00の

うち５時間30分 ー 無 有 任用期間１～３年 
月額 85,400円

運動公園管理作業員 町運動公園 月～日 
のうち週３日 ８:30～17:00 ー 有 有 任用期間１～３年 

日額 10,980円

運動公園受付補助員 町運動公園 月～日 
のうち週５日

８:30～17:15の 
うち５時間30分 ー 有 有 任用期間１～３年 

月額 93,700円
体育館施設

管理・受付補助員 総合体育館 月～金 ８:30～17:15の 
うち５時間30分 ー 無 有 任用期間１～３年 

月額 85,400円

学校生活支援補助員 町内小中学校 月～金 
（学校開校時のみ）

８:00～17:00の 
うち５時間30分 ー 有 有 任用期間１～３年 

日額 5,100円

保育士（土曜日勤務） 大津保育園 土 ８:00～18:00の 
うち７時間45分 保育士 無 無 任用期間１～３年 

日額 9,500円

臨時職員
職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会

保険
雇用
保険 備　考

農地集積専門員 農政課 原則、月～金
（休日、夜間） ８:30～17:15 ー 有 有 任用期間６カ月以内

（更新有）日額 9,300円

国保 国民健康保険の加入・脱退には届出が必要です
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114

国保

毎
年
３
月
末
に
行
っ
て
い
る
保

険
証
の
更
新
は
、
郵
便
局
の

「
簡
易
書
留
」で
行
い
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
間
は
平

成
29
年
４
月
１
日
～
平
成
30
年
３
月

31
日
で
す
。

　
更
新
に
伴
い
有
効
期
限
を
過
ぎ
た

保
険
証
は
、
各
自
適
正
に
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。

●
郵
送
期
間

　
３
月
中
旬
～
３
月
31
日（
金
）

※
３
月
中
に
受
け
取
れ
な
か
っ
た
場

　

合
は
、
４
月
３
日（
月
）以
降
に
、

　
役
場
健
康
保
険
課
国
保
・
医
療
係

　
の
窓
口
で
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
交
付
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
本
人
確
認
書
類

　
（
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
）

・
委
任
状

　
（
別
世
帯
の
人
が
受
け
取
る
場
合
）

※
事
前
に
窓
口
交
付
を
申
請
し
て
い

る
人
は
、
３
月
９
日（
木
）か
ら
受

け
取
り
が
で
き
ま
す
。

※
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る
人

は
、
保
険
証
の
色
は
同
じ
で「
退

職
被
保
険
者
証
」と
表
示
し
て
い

ま
す
。

平成29年度の新しい国民健康保険証を発送します
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114

町
外
に
在
住
の
学
生
用
保
険

証
の
交
付
・
更
新
な
ど
の
届

出
に
つ
い
て

▼
修
学
の
た
め
に
転
出
し
た
と
き

　
大
津
町
の
国
民
健
康
保
険
の
資
格

を
持
つ
学
生
で
、
修
学
の
た
め
に
町

外
に
転
出
し
た
場
合
、
申
請
す
る
と

特
例
と
し
て
引
き
続
き
大
津
町
の
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
学
校
を
卒
業
し
た
と
き
、

　
在
籍
し
な
く
な
っ
た
と
き

　

住
民
票
が
町
外
に
あ
る
場
合
は
、

大
津
町
の
国
民
健
康
保
険
に
は
加
入

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
喪
失
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
就
職
し
て
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
場
合
も
同
様
に
国
民

健
康
保
険
の
喪
失
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
大
津
町
国
民
健
康
保
険
の
資
格

を
喪
失
し
た
と
き

　

社
会
保
険
に
加
入
し
な
い
場
合

は
、
喪
失
手
続
き
の
際
に
交
付
さ
れ

る「
資
格
喪
失
証
明
書
」を
持
っ
て
、

住
所
地
の
役
所
で
国
保
加
入
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱

退
は
届
出
が
必
要

　
国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
健
康
保

険
（
職
場
の
健
康
保
険
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
）
に
加
入
し
て
い
る
人

や
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
以
外

の
す
べ
て
の
人
が
住
所
地
で
加
入
し

ま
す
。

　
健
康
保
険
の
切
り
替
え
は
自
動
的

に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
取
得
・
喪
失

な
ど
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
14

日
以
内
に
役
場
健
康
保
険
課
国
保
・

医
療
係
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

〇
届
出
が
遅
れ
る
と
…
…

◆
加
入
の
場
合

　
加
入
資
格
を
得
た
日（
他
の
健
康
保

険
の
喪
失
日
）ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保

険
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
や
め
る
場
合

　
他
の
健
康
保
険
加
入
後
に
、
国
民

健
康
保
険
証
を
使
用
す
る
と
、
国
民

健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療
費
、
健

診
な
ど
の
助
成
金
を
返
還
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険

税
と
新
た
に
加
入
し
た
健
康
保
険
の

保
険
料
を
二
重
に
納
め
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

例 届出に必要なもの

国
保
加
入

他の市町村から転入してきたとき
（職場の健康保険に加入していない場合）

・転出証明書
・印鑑

職場の健康保険をやめたとき
（扶養からはずれたとき）

・健康保険資格喪失証明書や離職票など（誰がいつ、どの健康保険を
やめたかがわかる証明書

・印鑑

国
保
脱
退

他の市町村に転出するとき ・国民健康保険証（全員分）
・印鑑

職場の健康保険に加入したとき
（扶養に入ったとき）

・国民健康保険証（全員分）
・職場の健康保険証（全員分）
・印鑑
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